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Ｑ１
子どもを市立幼稚園に入園させたいの
で、その手続きについて教えてくださ
い。

Ａ 入園資格は３歳児から５歳児までで、毎
年10月上旬から中旬まで各市立幼稚園で
受け付けています。なお、この期間以外
も受付をしていますので、各幼稚園へ問
い合わせてください。

問 合 せ：こどもみらい部こども支援課（22）7458

Ｑ２
今度、仕事の都合で引越しをするので
すが、子どもの学校の転入・転出手続
きについて教えてください。

Ａ あなたの引越しが市内の転居の場合は…。
市民課、支所、又は市民サービスセンター
へ住民異動届（転居届）をし、入・転学
通知書の交付を受けて現就学校及び新就
学校に届け出てください。
あなたの引越しが市外への転出の場合は…｡
市民課、支所、又は市民サービスセンター
へ住民異動届（転出届）をすると、転学
通知書が発行されますので、これを現就
学校に持参し、証明書の交付を受けて転
出先の市町村に届け出てください。

問 合 せ：学校教育課就学係（22）1123

Ｑ３
小・中学校に就学している児童・生徒
に学用品等の援助制度があると聞いた
のですが……。

Ａ 市では、公立小・中学校に在籍する児童・
生徒の保護者で、教育委員会が経済的に
困難であると認める方に、学用品費や給
食費などの援助を行っています。
援助を希望される方は、学校または下記
までご相談ください。

問 合 せ：学校教育課就学係（22）1123

Ｑ４
家から学校までが遠距離のため、子ど
もをバスで通学させていますが、通学
費を助成してもらえるような制度はあ
りますか。

Ａ 市では、遠距離通学児童・生徒の通学費
について、保護者の負担を軽減するため
に補助をしています。補助申請は学校を
通して行っていますので、学校または下
記までご相談ください。

問 合 せ：学校教育課就学係（22）1123

Ｑ５ 子どもの発育や発達障がいなどの悩み
はどこに相談すればよいのでしょうか。

Ａ いわき市総合教育センターでは、お子さ
んの発育や発達障がいなどの悩みに対し
て、主に来所相談による「子ども健康教
育相談」を行っています。また、電話に
よる「すこやか教育相談」もできますので、
気軽にご相談ください。なお、来所相談
を希望される場合は、事前の予約が必要
ですので、下記までお問い合わせくださ
い。

問 合 せ：�子ども健康教育相談（来所相談）　（22）3709�
すこやか教育相談（電話相談）　（23）7261

市の鳥「カモメ」のイメージキャラクター「ミュウ」

愛称　ミュウ
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Ｑ６ 非行やいじめなどの問題は、どこへ相
談すればよいのでしょうか。

Ａ いわき市総合教育センターでは、来所相
談による「子ども健康教育相談」、電話
相談による「すこやか教育相談」を行っ
ていますので、気軽にご相談ください。

問 合 せ：子ども健康教育相談　（22）3709
　　　　　すこやか教育相談　　（23）7261

Ｑ７「チャレンジホーム」（教育支援センター）とはどのような教室ですか。

Ａ 「チャレンジホーム」（教育支援センター）は、 
不安や悩みがあって学校に行けない子ども
たちのための教室です。ここでは学習や小
集団による体験学習を通して、集団生活へ
の適応を促し、必要に応じて教育相談を実
施するなどして、学校への復帰を支援します。
なお、「チャレンジホーム」に出席した日数
は、在籍校での出席扱いになります。

一口メモ：「チャレンジホーム」は、いわき市総合教育セン
ター、小名浜公民館、磐崎公民館、植田公民館、
内郷公民館に設置されています。なお、「チャレ
ンジホーム」への入級には在籍校を通しての手続
きが必要です。

問 合 せ：総合教育センター教育支援室（22）3716

Ｑ８ 学校給食の献立は、どのようなことに
注意して決めているのですか。

Ａ 安全で栄養のバランスがとれていて、給
食をとることによって正しい食事のあり
かたや、望ましい食習慣が身につくよう
な献立になるよう心がけています。

一口メモ：�１食あたりの平均栄養摂取量は、小学生で630
キロカロリー、中学生で810キロカロリーです。

問 合 せ：学校支援課食育給食係（22）7545

Ｑ９
高校や大学等へ進学する場合のいわき
市の奨学資金制度について教えてくだ
さい。

Ａ 市では、高校生や大学生等を対象に、無
利子で奨学資金を貸与しています。奨学
資金の額は、それぞれ次のとおりです。
高校生、中等教育学校生（後期課程）、
専修学校生（高等課程）　　月額20,000円
高等専門学校生　　　　　月額29,000円
大学生、専修学校生（専門課程）
　　　　　　　　　　　　月額40,000円

一口メモ：募集期間は、毎年3月上旬～3月末です。
問 合 せ：教育政策課総務係（22）7540

Ｑ10 今度、首都圏の大学に進学するので、手頃な寮を探しているのですが……。

Ａ 首都圏の大学などに進学する学生のため
に、いわき市潮学生寮（男子寮）があり
ます。学生寮の概要は、次のとおりです。
所在地　 神奈川県川崎市多摩区（小田急

電鉄で新宿駅より 25 分、生田
駅下車徒歩 5 分）

申込資格　 大学・短期大学・専修学校に在
学中又は入学見込みの男子

経　費　入寮金　31,500 円（入寮時のみ）
寮費　 個　室　月額 32,300 円 

（寮室内電気料金は別途）
食費　（１日 2 食）月額 19,750 円

一口メモ：�申込受付開始は毎年 12 月頃です。学生寮は、�
（公財）いわき市潮学生寮が管理しています。

問 合 せ：教育政策課総務係（22）7540

Ｑ11
公民館で楽しそうに活動しているサー
クルを見かけました。私も何かやって
みたいと思いますが、どこに行けば紹
介してもらえますか。

Ａ 市立公民館では、いろいろな学級・講座
やサークル活動が行われています。「何
か習いたい」「趣味を始めたい」「イベン
トやサークルの情報が知りたい」、その
ようなときは最寄りの公民館へお問い合
わせください。

一口メモ：�生涯学習に関する団体・サークルなどは、いわき
市生涯学習ポータルサイト「いわきまなびナビ」
（https://iwaki-manabinavi.com）でも情報提
供をしていますので、ご活用ください。

問 合 せ：生涯学習課生涯学習係（22）7556

Ｑ12 ｢ 市民講師」ってなんだろう？
Ａ ｢ 私はこんなことができる」「こんな経験

を持っている」、そのような方に対し、市
では、市民講師として登録していただき、
公民館や学校、地域などの学習活動の場
でその豊富な知識・経験を広く役立てて
いただく事業を行っています。

一口メモ：�市民講師に登録したい方は最寄りの市立公民館
か、生涯学習課、いわき市生涯学習プラザへお問
い合わせください。団体・サークルなどで市民講
師の派遣を希望されるときは、最寄りの市立公
民館までお問い合わせください。なお、いわき
市生涯学習ポータルサイト「いわきまなびナビ」
（https://iwaki-manabinavi.com）でも市民講
師の情報を提供していますので、ご活用ください。

問 合 せ：生涯学習プラザ（37）8888
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Ｑ13 生涯学習プラザの使用申込方法について教えてください。

Ａ 申込場所　 生涯学習プラザ事務室
　　　　　　　（ティーワンビル 5 階）
受付時間　開館日の午前 9 時～午後 9 時
受付開始　 利用日の 3 箇月前から（大会

議室⑴⑵をあわせて使う場合
は 12 箇月前から）受付

問 合 せ：生涯学習プラザ（37）8888

Ｑ14 いわきヒューマンカレッジ（いわき市民大学）とはどのような大学ですか。

Ａ いわきヒューマンカレッジ（市民大学）
は、市民の皆様の高度で専門的な学習
ニーズに応えるため、平成９年度に開学
した市民のための大学です。高等教育機
関との連携・協力により、多種多様な講
座を実施しています。また、いわきヒュー
マンカレッジは、ボランティア組織によ
る運営協力が行われる等、「市民の、市
民による、市民のための大学」として定
着してきています。

一口メモ：�学生の募集は７月上旬から１箇月間程度になりま
す。なお、応募多数の場合は、抽選を行います。

問 合 せ：生涯学習プラザ（37）8888

Ｑ15 市立図書館のコンピュータによる図書館サービスについて教えてください。

Ａ 市立図書館では、利用者の利便性を図る
ため、コンピュータによる図書館サービ
スをしています。本の貸出や返却に要す
る時間が短縮されるとともに、１枚の利
用カードで、市内６図書館（移動図書館
含む）のどの館でも利用できます。また、
インターネットにより、蔵書データの検
索や図書の予約、図書館の情報などの入
手が、自宅等でできます。

一口メモ：�利用カードの申し込みには、運転免許証などの身
分を証明するものが必要となります。

問 合 せ：いわき総合図書館（22）5552　小名浜図書館（54）9257
　　　　　勿来図書館（62）7431　常磐図書館（44）6218
　　　　　内郷図書館（45）1030　四倉図書館（32）5980

Ｑ16 市立図書館の開館時間・休館日などについて教えてください。

Ａ 図書館の開館時間・休館日

問 合 せ：いわき総合図書館（22）5552　小名浜図書館（54）9257
　　　　　勿来図書館（62）7431　常磐図書館（44）6218
　　　　　内郷図書館（45）1030　四倉図書館（32）5980

Ｑ17 移動図書館について教えてください。
Ａ 図書館を利用しにくい皆さんのために、

市では、移動図書館車２台（いわき号、
しおかぜ）で毎月１回皆さんの地区を巡
回しています。どなたでも１人 30 冊ま
で次の巡回日まで借りることができま
す。（移動図書館とは別に、市内６つの
図書館で、１人 15 冊まで 14 日間借りる
ことができます。）移動図書館の巡回場
所については、次の図書館にお問い合わ
せください。

問 合 せ：いわき号　いわき総合図書館（22）5552　
　　　　　しおかぜ　勿来図書館（62）7431

Ｑ18
｢スカイツリーの高さは何メートル？」
「この�漢字はどう読むの？」、毎日の
暮らしのなかでふと感じた疑問や子ど
もからの問いかけに答えてくれるとこ
ろはありませんか。

Ａ 図書館にはレファレンスサービスという
サービスがあり、市民からのいろいろな
疑問にお答えしています。法律相談や病
気の相談、書画骨董の鑑定などにはお答
えできませんが、身近な疑問なら図書館
にお尋ねください。

問 合 せ：いわき総合図書館（22）5552　小名浜図書館（54）9257
　　　　　勿来図書館（62）7431　常磐図書館（44）6218
　　　　　内郷図書館（45）1030　四倉図書館（32）5980

開　館　時　間

いわき総
合図書館

午前 10 時から午後９時まで
（日曜日、祝日、1 月 2 日、3 日及び 12 月 29 日～
31 日は午前 10 時から午後６時まで）

地区図書館 午前 10 時から午後７時まで
（日曜日、祝日は午前 10 時から午後６時まで）

休　　館　　日

いわき総
合図書館

①１月１日
②�館内整理日（月の最後の月曜日。ただし、その日が

祝日に当たるときは、その翌日）
③�特別整理期間（春季の連続した14日以内の期間）

地区図書館
①�１月１日～同月３日及び 12 月 29 日～同月 31日
②月の第３日曜日
③�特別整理期間（春季の連続した14日以内の期間）

利 用 方 法

　市内６図書館で合わせて１人 15 冊と視聴覚資料は２点まで、
２週間借りることができます（移動図書館は１人 30 冊、次の
巡回日まで）。
　初めての方は、住所・氏名を確認できるものをお持ちください。

借りる・返す
本を探す

予約する
利用カードは1枚

インターネットサービス 移動図書館

ＩCタグの読取りで
お待たせしません。

館内蔵書検索機で、
探したい本が

すぐ見つかります。

1枚の利用カードでど
この館でも使えます。
登録は最初だけ！どこの館の本でも、

貸出の予約が
できます。

パソコンやスマートフォン、携帯電話
から図書館情報の入手や本の
検索、予約、貸出延長などが

できます。

貸出・返却・予約が
できます。

コンピュータによる

図書館サービス
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Ｑ19「市役所出前講座」はどのような講座なのですか。

Ａ 「市役所出前講座」は、市民の自発的な生
涯学習活動を支援しようとするもので、市
役所がかかわっている仕事の中から教養・
市政一般・環境・福祉・健康等の多数のメ
ニューを取りそろえ、市職員等が講師とし
てあなたのまちに「出前」をする講座です。
原則として 10 人以上のグループであれば、
どなたでもご利用いただけます。

一口メモ：�メニュー冊子は本庁舎１階市民ホール・各支所・
市民サービスセンター・公民館・生涯学習プラザ
などに配布してあります。また「いわきまなびナ
ビ」やいわき市ホームページでも公開しています。

　　　　　�申込みは、希望する講座の担当課と内容、日程等
を調整し、講座開催予定日の20日前までに講座
担当課等又は最寄りの公民館・支所・市民サービ
スセンターへお願いします。

問 合 せ：生涯学習課生涯学習係（22）7556

Ｑ20 全国大会・東北大会に出場する際の助成制度があれば教えてください。

Ａ 市内に住所がある個人又は所在地がある
団体が、文部科学省、都道府県若しくは公
益財団法人日本スポーツ協会（加盟団体を
含む）が主催又は共催する全国大会・東北
大会に出場する場合、「スポーツ振興基金」
による助成が受けられる制度があります。
助成にあたっての条件等がありますので、
担当課までお問い合わせください。

問 合 せ：観光文化スポーツ部スポーツ振興課（22）7553

Ｑ21
夜間に小学校もしくは中学校の校庭を
使いソフトボールの練習をしたいので
すが、使わせてもらえませんか。

Ａ 市では、生涯スポーツの促進・普及を図
るため、学校体育施設を学校教育に支障
のない範囲で開放しています。照明施設
のある学校もありますので、各学校に申
し込んでください。

問 合 せ：学校支援課施設計画係（22）7594

Ｑ22 市民を対象としたスポーツ教室があれば教えてください。

Ａ 本年度は、
① シェイプアップトレーニング教室
②初心者バドミントン教室
③なわとび教室　④わくわく体操教室
⑤トランポリン教室　⑥親子ボウリング教室
⑦スケボー体験教室　⑧親子体力向上教室
などのスポーツ教室の実施を予定してい
ます。各教室の日程が決まりましたら、
市公式ホームページ等でお知らせいたし
ます。

問 合 せ：観光文化スポーツ部スポーツ振興課（22）7553

Ｑ23 体育施設の空き状況の確認方法や予約方法について教えてください。

Ａ 体育施設の空き状況は、利用希望の施設
に直接連絡して確認するか、「いわき市
公共施設予約案内システム」を Web 検
索のうえ確認してください。「いわき市
公共施設予約案内システム」や各体育施
設の窓口及び電話により、予約の申込受
付をしています。

問 合 せ：観光文化スポーツ部スポーツ振興課（22）7504

Ｑ24
いろいろな芸術文化事業を実施する
際、費用の一部を助成する制度がある
と聞いているのですが…。

Ａ 市内に住所又は活動の拠点がある個人・
団体が、文学、音楽、美術など芸術文化
に関する事業を実施する場合、「文化振
興基金」による助成が受けられる制度が
あります。助成対象の条件などについて
は、下記までお問い合わせください。

一口メモ：（公財）福島県文化振興財団による助成もあります。
問 合 せ：観光文化スポーツ部文化交流課（22）7544

Ｑ25 化石の体験発掘ができる施設があると聞いたのですが…。

Ａ 化石の体験発掘は、いわき市アンモナイ
トセンターで、毎週土・日曜日、５月の
連休などに実施しています。参加希望者
は、直接アンモナイトセンターに日時を
確認の上、申し込んでください。

一口メモ：�軍手をご用意ください。ハンマー・ヘルメットな
どはセンターでお貸しします。

問 合 せ：アンモナイトセンター（82）4561

Ｑ26 中田横穴は見学できるのですか。
Ａ 中田横穴は、６世紀末につくられたとみ

られ、わが国を代表する装飾古墳の一つ
です。本年度も一般公開を予定していま
すので公開する日時が決まりましたら、
市公式ホームページ等でお知らせいたし
ます。

問 合 せ：観光文化スポーツ部文化財課（22）7546
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Ｑ27 利用する施設がどんな時に減免になるか教えてください。
障がいのある方、いわき市在住の 65 歳以上の方、児童・生徒などを対象に、公共施設の使用
料が減免になります。Ａ

減免対象施設（※カッコ内は施設数）

障
が
い
の
あ
る
方

◆集会施設 市民会館（2）、労働福祉会館、内郷コミュニティセンター

◆教育文化施設
公民館（37）、市文化センター、市立美術館、アンモナイトセンター、草野心平
記念文学館、暮らしの伝承郷、石炭・化石館、勿来関文学歴史館、生涯学習
プラザ、いわき芸術文化交流館、こども元気センター

◆スポーツ施設

総合体育館、地域体育館、地区体育館（5）、陸上競技場、市民運動場夜間照明
設備（12）、多目的スタジアム、多目的運動場、フットボール場、野球場（2）、テ
ニスコート（3）、小名浜港運動施設、市民プール、弓道場（3）、公立学校運動場
照明設備、ヨークいわきスタジアム、ハワイアンズスタジアムいわき、アロハフィー
ルド、屋内多目的広場「いわきグリーンベース」、いわきサン・アビリティーズ、内
郷コミュニティセンター

◆その他の施設 フラワーセンター、地域交流センター三和ふれあい館・田人ふれあい館、地域防災交流
センター久之浜・大久ふれあい舘、健康増進研修施設、いわき市小川地域活性化センター

いわき市在住の
65歳以上の方　 ◆教育文化施設 市文化センター、市立美術館、アンモナイトセンター、草野心平記念文学館、

暮らしの伝承郷、石炭・化石館、勿来関文学歴史館

児
童
・
生
徒
な
ど

①団体利用（学校単位など）
　障がいのある方の減免対象施設から、いわき芸術文化交流館を除いた施設
②個人利用
◆教育文化施設　 いわき市在住の 65 歳以上の方の減免対象施設と同じ

◆スポーツ施設
総合体育館、地域体育館、地区体育館（7）、陸上競技場、市民運動場夜間照明設
備（12）、多目的スタジアム、多目的運動場、フットボール場、野球場（2）、テニスコー
ト（3）、小名浜港運動施設、市民プール、弓道場（3）、内郷コミュニティセンター

対
象
者

○障がいのある方　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
○いわき市在住の65歳以上の方
○児童・生徒など　 いわき市在住及びいわき市内の幼稚園や保育所、小・中学校、高等学校、

中等教育学校、専修学校（高等課程）、高等専門学校、特別支援学校に在
籍している方

減
免
率

○障がいのある方、いわき市在住の 65 歳以上の方　100％
○児童・生徒など
　　◆個人利用　 教育文化施設を土・日曜日に利用する場合や、スポーツ施設を土曜日に利

用する場合　100％
　　◆団体利用　〈学校単位など〉
　　　　　　　　① 市内の児童・生徒などが、教育課程と課外活動（スポーツ施設を部活動

の練習で利用する場合を除く）で教員などとともに利用する場合や市が
共催する行事で利用する場合　100％

　　　　　　　　②市が後援する行事で利用する場合　75％
　　　　　　　　③②に準じると認められる場合　50％

手
続
き

○障がいのある方
　　◆個人利用　 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを提示し

てください。（※障害の程度（身体障害者手帳第一種、療育手帳 A、精神障
害者保健福祉手帳一級）により介護者一人も減免になります。）

　　◆団体利用　（利用者の半数以上が障がいのある方の場合）
　　　　　　　　 各施設に備え付けの減免等申請書と利用者一覧表（様式は任意）を提出し

てください。
○いわき市在住の65歳以上の方　 いわき市在住の 65 歳以上であることを証明する書類（運転

免許証や健康保険証、医療機関の診察券など）を提示して
ください。

○児童・生徒など
　　◆個人利用　 （市内に居住・通学する場合）学校などが発行する生徒手帳、身分証明書を提示

してください。
　　◆団体利用　（学校単位など）各施設に備え付けの減免等申請書を提出してください。
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